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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として、従業員が安心して働ける環境を提供するため、次の

宣言をします。 

１ 関係法令および社内行動基準の遵守を徹底して事業活動を行います。

２ 働く人の心身の健康づくりと快適な職場環境づくりに努めます。

３ 長時間労働の是正と年次有給休暇取得促進をはかり、働きやすい

職場環境づくりを進めます。

４ 高年齢者の体力に配慮した、職場配置を行います。 

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、快適で安全な職場づくりに

努めます。 

１ 出社時の検温と出社時・帰社後のアルコールチェックを確実に実施

 します。

２ 車両を用いる業務である事を自覚し、交通事故防止と歩行者優先を

 徹底し、交通法規・関係法令を遵守します。

３ 心身の健康と快適な職場環境の確保・維持に努めます。


